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　全国の代協から約４００名の会員が集まり、
『魅力ある企業としての代理店を考える』をテーマに、基調講演
や懇談会（事前に受けた質問への回答・対応）、さらにテーマを
絞った分科会が二日間に渡って開催されました。
　活き活きと輝きながら仕事ができる企業としての代理店を創っ
ていくためにどうすればいいのか、社員にとって働きたい会社・
働きやすい会社となるために経営者としてすべきことは何なのか、
多くの代理店が共通して抱えている課題へのヒントが、この基調
講演やディスカッションを通じて参加者に伝わったようです。
この模様の一部は、ユーストリーム配信されていますので会社や
自宅のパソコンで見ることもできます。

　自動車保険は、もともと加害者になった
場合の備えであったものが、現在は被害者
となった場合も含めて総合的にカバーする
流れになっています。【弁護士費用特約】
は被害者が被害を回復するための保険です
が利用率はまだまだ低いのが実情です。

　交通事故被害者が治療に専念できる環境を作るため、また後遺
障害申請や示談交渉で困らないために、専門知識のあるプロ ( 弁
護士 ) に任せることも一つの方法です。アトラス法律事務所では、
中央区・薬院と東区・和白の事務所でネットワークを組み、無料
相談など、代理店向けのサポートサービスも行なっています。　こうしたトラブルに直面した時だけでなく、弁護士保険

に加入していること自体がトラブル防止の効果となること
を大いに期待されています。

　プリベント少額短期保険（株）は、
損害賠償請求以外の法律トラブルを含
めて補償する、日本で初めて単体で加
入できる弁護士費用保険の開発に成功
した、唯一の弁護士費用保険専門保険
会社です。私たちが社会生活を送るう

えで起こる様々なトラブルに対処する “ 医師 ” のように弁護
士に気軽に相談できる環境を目指しています。 専門的に準備・交渉しない限り、加害者側から正当な補償を

取れない。

■示談は交渉で変わる！

法律相談に要した法律相談料の実費相当額を補償。
■法律相談料保険金

弁護士等に事件処理の委任を行なう時の弁護士費用を補償。
■弁護士費用等保険金

特約を使えば自己負担なしで弁護士に任せられる。
■弁護士費用特約は使える！

特約を使う際、どの弁護士を使うかは自由に選べる。
■弁護士は使える！

　福岡南支部と、東支部・西支部が合同で例年セミナーを開催していま
すが、今年は合同で宿泊研修を行ないました。会員間の交流とレクレー
ションも兼ねてではありましたが、研修会では「弁護士」について、し
っかりと勉強してきました。
　今年の５月にスタートしたばかりというプリベント少額短期保険（株）
からは『弁護士保険』について、そして交通事故被害を専門的に扱うア
トラス法律事務所からは『弁護士費用特約』についてです。

『弁護士費用保険
　「MIKATA」について』

アトラス法律事務所　
徳永弁護士

プリベント少額短期保険（株）
取締役 上岡氏

『弁護士費用特約と
　　　　弁護士の活用方法』

【基調講演】

（講師：望月 広愛氏）
・株式会社静鉄ストア　代表取締役会長
・名古屋商科大学大学院マネジメント研究科
　　　　　　　　　　　  （MBA）客員教授

【懇親会】　

来賓には、
  日本損害保険協会会長　二宮 雅也氏
  民主党顧問　　　　　　藤井 裕久氏
   環境大臣・内閣府特命担当大臣　石原 伸晃氏
がご出席。ほか、保険会社各社の幹部も
多数ご出席。
「都道府県ブランド紹介」コーナーでは
西中国ブロックの広島県・山口県が登場。

【分科会（11/16）】　

「夢を持てる保険代理業とするために」

「製販分離時代の代理店組織化の留意点」

「魅力ある企業としての代理店を考える」

「プロ代理店が家業から企業になる方法」

「成果の出る組織と出ない組織の違い」
　～オペレーション能力ではなく、
　　　マネジメント能力に着目せよ～

福岡東支部の
三友アンブレラ
田中さんが、
【功労者表彰】を
受けられました。

会員の拡大活動、そして今年度は特に
国民年金基金の理事長として、福岡県
に留まらず活躍を続けておられます。
田中さん、おめでとうございます！

11／15～16 　第３回 日本代協コンベンション

福岡三支部合同研修会
11/8～11/9  マリンテラスあしや

『認定保険代理士第１４期生　認定証授与式』2014.1.23
福岡東支部からも新たな認定代理士が誕生します。皆さん、この日はぜひ応援にきてください。
「新春セミナー」も同時開催されます。こちらもお見逃しなく！　詳細は福岡県代協よりお知らせが届きます。

お知らせ

http://www.ustream.tv/channel/ndc3 ※懇談会と基調講演はライブ放送のみ。

（ヤクルトホール・第一ホテル東京・損保会館にて）

第一分科会

第二分科会

第三分科会

第四分科会

 この資格と
して

最後の授与
式です。

アトラス市民弁護士ネットワーク

・子供のいじめ
・金融商品トラブル
・労働トラブル
・ネットトラブル
・美容医療トラブル

・消費者トラブル
・離婚トラブル
・遺産相続トラブル
・貸金トラブル
　　　　　  など。

（補償内容）

募集開始！ 代協会員
募集中▶募　集　期　間：平成 25 年 10 月１日～平成 26 年２月 2１日

▶受　　講　　料：76,000 円（専門コースの通信教育を受講の方は 68,000 円）

▶募　集　定　員：福岡会場１００名（福岡県・佐賀県・長崎県・大分県）

▶教育プログラム期間：平成 26 年４月から１年間（認定試験は平成 27 年６月）

お問合せ 損害保険大学課程　教育事務センター　TEL/03-6736-2531

損害保険大学課程 コンサルティングコース（第２期）

１２月に続いて、来年の２月
にも『会員拡大キャンペーン』
を行ないます！
代協未加入の代理店を是非ご
紹介ください。


